
１．18年９月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。 

平成19年３月期 中間決算短信（連結）
(財)財務会計基準機構会員

平成18年11月24日

上場会社名 第一交通産業株式会社 上場取引所 福岡証券取引所 

コード番号 9035  本社所在都道府県 福岡県 

(URL http://www.daiichi-koutsu.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 田中 亮一郎 

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 垂水 繁幸 ＴＥＬ （093）511－8840 

決算取締役会開催日 平成18年11月24日 

親会社等の名称 株式会社第一マネージメント           親会社等における当社の議決権所有比率 38.1％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(1)連結経営成績                                    (百万円未満切捨て)  

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 38,746 (   7.9) 3,334 (  11.4) 2,982  (  10.6)

17年9月中間期 35,912 (   6.5) 2,991 (  13.1) 2,695 (  20.5)

18年3月期 79,906 6,515 6,033 

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 1,116 ( △3.6) 57 13 56 58

17年9月中間期 1,158 (  56.1) 59 28 59 13

18年3月期 2,615 128 71 127 78

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円  17年9月中間期 －百万円  18年3月期 －百万円  

  ②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 19,541,511株 17年9月中間期 19,535,128株 18年3月期 19,535,128株

  ③会計処理の方法の変更 無 

  ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)連結財政状態                                    (百万円未満切捨て)  

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 128,390 14,913 10.7 702 48

17年9月中間期 114,266 11,488 10.1 588 09

18年3月期 128,238 13,107 10.2 665 79

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 19,551,128株 17年9月中間期 19,535,128株 18年3月期 19,535,128株

(3)連結キャッシュ・フローの状況                            (百万円未満切捨て)  

  
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年9月中間期 △411 △2,406 539 9,935

17年9月中間期 △908 64 153 10,981

18年3月期 2,006 △1,539 70 12,210

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 97社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 3社 （除外） 1社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

通 期 87,300   6,350   3,000   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 153円 44銭   
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１．企業集団の状況 

 当社及び当社の関係会社（当社、子会社113社及びその他の関係会社１社（平成18年9月30日現在）により構成）に

おいては、タクシー、不動産、自動車関連、金融、その他の５部門に関係する事業を主として行っており、当社及び

当社の関係会社の事業内容及び位置付けは次のとおりであります。 

  タクシー事業 不動産事業 自動車関連事業 金融事業 その他事業

連結財務

諸表提出

会社  

  
第一交通産業㈱  

    
第一交通産業㈱ 

連結子会

社97社 

小倉第一㈲ 

北九州第一交通㈱ 

八幡第一交通㈲ 

若松第一交通㈱ 

新協第一交通㈲ 

早良第一交通㈲ 

福岡第一交通㈱ 

那覇第一交通㈱ 

第一交通㈱（川内） 

平塚第一交通（資） 

鹿児島第一交通㈱ 

宮崎第一交通㈱ 

大分第一交通㈱ 

第一交通㈱（豊南） 

肥後第一交通㈱ 

熊本第一交通㈱ 

長崎第一交通㈱ 

第一交通㈱（徳島） 

第一交通㈲（岩国） 

第一交通㈱（徳山） 

徳山第一交通㈲ 

福川第一交通㈲ 

広島第一交通㈱ 

平和第一交通㈱ 

第一交通㈱（新生） 

富士第一交通㈱ 

津和野第一交通㈱ 

みなと第一交通㈱ 

出雲第一交通㈱ 

第一交通㈲（松江） 

米子第一交通㈱ 

和歌山第一交通㈱ 

御坊第一交通㈱ 

白浜第一交通㈱ 

熊野第一交通㈱ 

第一交通㈱（神戸） 

御影第一㈱ 

第一交通㈱（姫路） 

大阪第一交通㈱ 

㈱アーバンエステ
ートダイイチ  

㈱ミュンヘンオート 

㈱第一モータース
（北九州）  

第一マルヰサービス
㈱  

第一オートガス㈱   

太陽モータース㈱   

豊海自動車㈱ 

㈱第一モータース
（大阪）  

芙蓉第一交通㈱  

㈱第一ゼネラルサ
ービス  

日新信販㈱  

第一交通サービス㈱ 

第一観光バス㈱ 

ダイイチダイナミッ
クスポーツ㈱ 

第一オーケイパーキ
ング㈱ 

第一メディカル㈱ 

北九州第一交通㈱ 

那覇バス㈱ 

㈱琉球バス交通 

㈱パーク・スリー 

広島第一交通㈱ 

和歌山第一交通㈱ 

大阪第一交通㈱ 

明科第一交通㈲ 

群北第一交通㈱ 
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  タクシー事業 不動産事業 自動車関連事業 金融事業 その他事業

連結子会

社97社 

堺第一交通㈱ 

千成第一交通㈱ 

鯱第一交通㈱ 

熱海第一交通㈱ 

伊豆第一交通㈱ 

沼津第一交通㈱ 

第一交通㈱（松本） 

第一観光タクシー㈱ 

明科第一交通㈲ 

第一交通㈲（高島） 

第一交通㈲（佐久） 

アルプス第一交通㈱ 

山梨第一交通㈱ 

甲州第一交通㈱ 

大聖寺第一交通㈱ 

山代第一交通㈱ 

山中第一交通㈱ 

太陽第一交通㈱ 

城南第一交通㈱ 

第一交通㈱（東京） 

芙蓉第一交通㈱ 

フラワー第一交通㈱ 

埼玉第一交通㈱ 

大久保第一交通㈲ 

サン第一交通㈲ 

県都第一交通㈱ 

高崎第一交通㈱ 

群北第一交通㈱ 

茨城第一交通㈲ 

観光第一交通㈱（水
戸） 

安全第一交通㈲ 

湊第一交通㈲ 

阿字ヶ浦第一交通㈲ 

仙台第一交通㈱ 

構内第一交通㈱ 

観光第一交通㈱（仙
台） 

松島ワカバ第一交通
㈲ 

東北第一交通㈱ 

札幌第一交通㈱ 

興亜第一交通㈱ 
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（注）１．上記事業は、「４．中間連結財務諸表等 注記事項 ④セグメント情報」に掲げる事業の種類別セグメント情報

の区分と同一であります。 

２．東京第一交通㈲については、前連結会計年度において事業を廃止しており、重要性が乏しくなったため、連結

子会社から除外しております。  

３．非連結子会社の福岡東第一交通㈱は、平成18年4月21日付で那覇第一交通㈱に社名変更し、当中間連結会計期

間にタクシー事業を開始したため、新たに連結子会社の範囲に含めております。 

４．非連結子会社の第一タクシー㈱（東京）は、平成18年4月22日付で大分第一不動産㈱に社名変更し、当中間連

結会計期間に事業区分を不動産事業に変更しております。 

５．非連結子会社の第一タクシー㈱（仙台）は、平成18年5月23日付で㈱琉球バス交通に社名変更し、当中間連結

会計期間にバス事業を開始したため、新たに連結子会社の範囲に含めております。 

６．非連結子会社の第一コム㈱は、平成18年9月7日付で第一メディカル㈱に社名変更し、当中間連結会計期間に重

要性が増したため、新たに連結子会社の範囲に含めております。 

  タクシー事業 不動産事業 自動車関連事業 金融事業 その他事業

非連結子

会社16社 

  大分第一不動産㈱     ㈱ダイイチ合人社建
物管理 

㈱第一アートインテ
リア 

㈱ダイイチ 

㈱トオーツウ 

第一酒販㈲ 

第一トラベルサービ
ス㈱ 

第一ケアサービス㈱ 

㈱ＤＫＳサービス 

大阪第一トラベル㈱ 

（資）夫婦松酒造店 

㈲黒部観光旅行 

㈲鹿屋第一タクシー 

佐野第一交通㈱ 

諏訪第一交通㈲ 

東京第一交通㈲ 

その他の

関係会社 

        ㈱第一マネージメン

ト 
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                           《タクシー事業》 

旅客運送事業 

当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社

                            《不動産事業》 

                             《金融事業》 

                            《その他事業》 

                          《自動車関連事業》 

 北九州第一交通㈱ ほか７８社 

 ㈱アーバンエステートダイイチ 

 ※1大分第一不動産㈱ 

 ㈱ミュンヘンオート 

 太陽モータース㈱ ほか４社 

 第一マルヰサービス㈱ ほか２社 

外車等販売事業 

 ㈱第一ゼネラルサービス ほか１社 

仲介事業 

分譲・賃貸事業 

修理・整備事業 

ＬＰＧ販売事業 

 貸金業 

 那覇バス㈱ ほか７社 

 第一交通サービス㈱ 

 ※1㈱第一アートインテリア 

 第一オーケイパーキング㈱ほか１社 

 ※1㈱ＤＫＳサービス 

 ※2㈱第一マネージメント 

バス事業 

パーキング事業 

車両運行管理請負業 

損害保険代理店業 

 ※1㈱ダイイチ合人社建物管理 

 ※1㈱トオーツウ 

マンション管理事業 

情報通信事業 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
開
発
事
業

民芸品・家具販売事業 

 ※1第一ケアサービス㈱ 
有料老人ホーム事業 

（販売委託） 

 ダイイチダイナミックスポーツ㈱ 
ゴルフ練習場事業 

通信販売事業 

 事業系統図 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

（            サービスの流れ  無印 連結子会社  ※1 非連結子会社  ※2 その他の関係会社） 

 管理業務 

修
理
・
整
備
事
業

Ｌ
Ｐ
Ｇ
販
売
事
業 

一

 

般

 

顧 
 

客

第一メディカル㈱ 医療関連事業

- 5 -



２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

 昭和35年の創業以来「人の生活を大切にする」という基本理念を念頭におき、常に「顧客第一主義」、「現場第一主

義」に基づく経営を行っています。 

① お客様の立場に立って、真心を持ってお客様に接しご満足を頂くことを第一とします。 

②「現場第一主義」の考え方を徹底し、労使相互間の信頼関係と協力関係を重視します。 

③ 社会性を重視し、社会のお役に立つ事業を行います。 

  以上の基本理念を着実に実行して、更なる生産性の向上を図り、地域Ｎｏ.１になることを目指しております。 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主の皆様に対する利益配分を最重要課題の一つと認識するとともに、業績、経営環境の状況、財務体質の

強化や将来の事業展開に備えるための内部留保を確保しつつ、安定した配当を維持していくことを勘案して利益配分を

決定いたします。 

  この方針の下、当期の配当金につきましては、今後の事業展開を勘案のうえ決定したいと考えておりますが、中間配

当金5円に加え、期末配当金を10円とすることで年間15円の配当とさせていただく予定であります。 

  内部留保資金につきましては、事業所の新設及び設備投資、情報システムの構築並びに人材育成のための教育投資へ

積極的に活用することで、業容拡大と事業基盤の強化に役立ててまいります。 

 また、年2回の株主優待制度により、株主の皆様へは当社グループ会社にて利用可能な「タクシークーポン券」（通

販取扱商品や那覇バス・琉球バス交通乗車券と引換可）、「各種割引券」（不動産・自動車・介護・インテリア小

物）、「施設利用券」（九州民芸村・ゴルフ練習場）を所有株式数に応じて贈呈しております。 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性の向上及び個人投資家層の拡大による株主数の増加を、経営上の重要な課題と認識しておりま

す。当社は既に、平成17年4月１日から１単元の株式の数を500株から100株に引下げており、更なる投資単位の引下げ

を実施すべき状況にはありませんが、今後とも株価の動向を注視しながら、引き続き検討してまいります。 

（４）目標とする経営指標 

 当社グループは、高収益体質の実現、自己資本の効率化を追求した経営を重視しており、自己資本当期純利益率（Ｒ

ＯＥ）10％以上の安定的な確保を目標としております。 

（５）中長期的なグループ経営戦略 

 当社グループは、連結収益及び連結利益の増大を図り、更なる競争力・企業体質を強化するため以下の項目を重点的

に推進してまいります。 

①  地域密着型ネットワークサービス事業の展開を心がけ、タクシー事業をベースにして他業種との業務提携を進め、

収益の向上を図ってまいります。また、通販事業を通じて、全国に所在する当社グループ事業所のネットワークやタ

クシー乗務員の豊富な地域の情報を生かすことで、各地の逸品を発掘し、インターネットに加えタクシー車内に通販

カタログを備えるなど、独自の販売方法により生産者・出品者の販路拡大にも協力し、地域との共生に努めてまいり

ます。 

② 今後のタクシー事業における事業拡大・エリア拡大については、引続き、事業所新設、新規増車、必要に応じては

Ｍ＆Ａにより需要の多い大都市圏・地方主要都市圏を中心に実施してまいります。 

  また、投資効率の向上を図るため、事業所間での車両移動や既存事業所のスクラップアンドビルドにも取組んでま

いります。 

  さらに、タクシー事業における規制緩和の環境下で、より地域に密着した営業戦略、小回りの利いたサービスの実

施等、意思決定の迅速化と経営責任を明確にすることで、より強固な企業集団の構築を推進してまいります。 

③ ＩＴ技術を活用することにより、顧客情報管理システムの充実と経費削減を推進してまいります。 

④  金融事業においては、従来の事業者向け貸金業に加え消費者金融等の新規分野へ取組むことで、ノウハウの共有化

及びシナジー効果の発揮により、当社グループの事業基盤の強化を図ってまいります。 

⑤  当社は、当社及び子会社105社の資金を一元管理するＣＭＳ(キャッシュ・マネージメント・システム)を導入して

おり、これらグループ会社の資金を当社が一元管理することにより、『企業内銀行』として余剰資金の把握とグルー

プ会社間の資金貸借による資金効率の向上を図り、有利子負債の圧縮に努めてまいります。 

⑥ 環境問題を経営課題の一つとして捉え、事業活動において積極的に環境保全の施策及び活動を推進してまいりま

す。 
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⑦ 地域社会に根ざし、快適な生活環境を創造するＬＡＮＳ（ローカル・エリア・ネット・サービス）カンパニーの

確立を目指してまいります。 

  

（６）会社の対処すべき課題 

  わが国経済は、好調な企業業績を背景に景気は回復基調を継続しているものの、一方で原油価格の高止まりや税制改

正に伴う負担増、社会保険料の引き上げ等により、個人消費の本格的な回復には懸念材料を抱えております。このよう

な状況において、当社グループは各事業において中長期的な視点に立ち、機動的かつ継続的に競争に打ち勝てる企業体

質の構築を進めてまいります。 

  タクシー事業にあっては、営業所間での車両の配置転換により効率化を図るとともに、営業所の新設を含めた増車や

事業区域の拡大によりスケールメリットを追求してまいります。また、スタンプラリー等の営業キャンペーンの実施や

介護、代行運転、乗合、クーポン券の販売に加え、ポイントカード等のサービスにより固定顧客の確保に努めてまいり

ます。一方でコスト面については、原油価格の高止まりに伴う燃料及び石油製品の高騰、社会保険料や損害保険料（自

賠責及び任意保険）の増加に対し、引き続き経費の削減と事故防止のための安全運転及びマナーアップ等乗務員への教

育・指導を推進してまいります。 

  不動産事業にあっては、今後の個人消費の回復へは税制改正などにより一進一退が続くものと思われ、加えて業界内

では、需要の多様化、建築資材等のコスト高、用地取得競争の激化等厳しい環境が続いております。このような状況の

下、当社分譲事業部門においては、住宅性能表示制度の標準化、施行会社の決定及び作業工程における厳正なチェック

と他社との提携を含めた商品開発の強化に取り組んでまいります。マンション事業では、引続き地元業者や大手販売代

理会社との提携、インターネットサイトを通じた情報発信、投資家向けの販売並びに新規プロジェクトの推進を図って

まいります。戸建事業では、地域の風土を尊重したデザインによる統一感を持たせたミニ団地を供給してまいります。

賃貸事業部門においては、引続き主要都市での買収による高収益賃貸物件の獲得、営業社員及び管理委託会社のスキル

アップによる既存ビルの入居率アップ並びに採算性の向上に努めてまいります。 

  金融事業にあっては、中小企業を中心に景気回復に伴う資金需要の増加が期待されるものの、競争の激化も予想さ

れ、また、債務者保護の観点から融資額の総量規制の導入、出資法の貸出上限金利を利息制限法の水準まで引き下げる

法改正が検討されており、同業他社における行政処分もあって規制面からも今後さらに厳しい状況が続くものと思われ

ます。このような状況の下、不動産担保融資等における独自のノウハウを生かしながら貸付債権の良質化を堅持した上

で積極拡大を図るとともに、日新信販㈱の子会社化に伴い事業者金融事業と消費者金融事業におけるノウハウの共有を

通じてシナジー効果を発揮していくなど、多様化する資金需要、顧客ニーズに対応し、業容の拡大及び収益力の向上を

図ってまいります。 

（７）親会社等に関する事項 

② 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

  株式会社第一マネージメントは、主要業務として損害保険代理店業を行っており、当社とは、業務管理や事務所

の賃貸を通じて一定の取引関係があります。 

（８）その他 

  当社及び現在解散清算中である非連結子会社1社において、買収した旧法人における労働組合等との間で雇用契約上

の地位確認等の係争事件が現在係属中でありますが、当該訴訟は当中間連結会計期間末以降において、重要な影響を与

えることはありません。 

① 親会社等の商号等     （平成18年9月30日現在）

 親会社等 属性 
 親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が  

上場されている証券取引所等 

 株式会社第一マネージメント 

 上場会社が他の会社の 

 関連会社である場合に 

 おける当該他の会社   

38.08 なし 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや金利の上昇等の懸念材料はあったものの、好調な

企業収益や民間設備投資の伸長、雇用・所得環境の改善による個人消費の増加から、景気は回復基調を継続しました。

 このような状況の下、当中間連結会計期間の当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ。）の業績は、売上高は

前年同期比7.9％増加の38,746百万円、経常利益は同10.6％増加の2,982百万円、税金等調整前中間純利益は前年同期比

6.4％増加の2,430百万円となりましたが、法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額の負担増により、中間純利

益は同3.6％減少の1,116百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① タクシー事業 

  タクシー業界におきましては、個人消費の増加傾向にもかかわらず、自家用車の増加に伴う需要の減少、新規参入、

増車、料金の多様化等による競争激化に加え、飲酒死亡事故を契機に全国的な社会問題となった「飲酒運転防止」への

需要増に対しても、自動車運転代行業者との間で競争が激化しており、厳しい状況が続いております。 

  このような状況の下、当社グループにおきましては地域密着の徹底を図るとともに、ＬＡＮＳ（ランズ）カード（ポ

イント付加決済カード）の鹿児島エリアへの新規展開とポイント専用カードの発行促進により、顧客の囲い込みを図り

ました。また、タクシー車両の増減車等による配置転換により効率化を図るとともに、29都道府県目となる沖縄県那覇

市への新規参入を含めた営業拠点の拡大を図りました。この結果、当中間連結会計期間におけるタクシー認可台数は、

合資会社福崎タクシー（鹿児島県薩摩川内市、20台）及び三洋交通合資会社（沖縄県那覇市、41台）よりの事業譲受け

を含めて103台増加し、平成18年9月30日現在では6,288台（前中間連結会計期間末比 117台増）となっております。 

  以上の結果、タクシー事業の売上高は前年同期比1.0％増加の22,741百万円となりました。 

② 不動産事業 

（分譲事業部門） 

 マンション事業におきましては、将来の資産性を見据えた地域での供給に注力し、東京都調布市及び北九州空港が開

港した福岡県京都郡苅田町並びに新規エリアの石川県金沢市等において、6棟307戸の販売を開始しました。 

  分譲事業部門の当中間連結会計期間の売上高は、マンション事業における竣工引渡し時期が特に期末に集中している

ものの、長崎市他での新規竣工引渡物件と竣工済み物件の販売、戸建住宅における新ブランド「クラセリオ」の寄与に

より、前年同期比12.3％増加の6,502百万円となりました。 

（賃貸事業部門） 

  賃貸事業部門におきましては、当中間連結会計期間に沖縄県那覇市において新規賃貸物件の増加があったものの、前

連結会計年度における東京都港区の飲食ビル及び福岡市・大阪市のパーキングビルの売却に伴う減収や飲食ビルを中心

にテナントの入替えなどが影響し、賃貸事業部門の売上高は前年同期比3.6％減少の1,378百万円となりました。 

  以上の結果、不動産事業の売上高はその他の93百万円を含めまして前年同期比8.3％増加の7,974百万円となりまし

た。 

③ 自動車関連事業 

  自動車関連事業におきましては、外車販売においてサービス部門との連携による顧客管理・ＣＳの充実などを図ると

ともに、ＢＭＷ車・ＭＩＮＩ車とも国産車からの買い替えの増加、また、下取り車を中心とした中古車販売の増加等に

より、売上高は前年同期比11.6％増加の2,642百万円となりました。 

④ 金融事業 

  金融事業においては、不動産担保ローン部門における不動産流動化に伴うＳＰＣ（特別目的会社）等への積極的な融

資に加え、消費者金融事業を営む日新信販㈱を前連結会計年度下期から連結の範囲に含んだことが寄与し、当中間連結

会計期間末の融資残高は前年同期比7,905百万円増加の21,163百万円となり、売上高についても同様に前年同期比

138.8％増加の2,485百万円となりました。 
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⑤ その他事業 

  那覇バス㈱においては、コミュニティーバスとして那覇新都心循環線を平成18年7月に運行を開始し、車体デザイン

の公募採用を行うなど地域密着に取り組みました。また、通信販売事業においては、同年4月にリーフレット「春の味

覚遊覧便」、同年6月にカタログ「逸品倶楽部」をそれぞれ作成配布するなど、広告宣伝及び販売促進に努めておりま

す。なお、同年7月5日付で琉球バス㈱（沖縄県那覇市、乗合285台、貸切109台）との間で事業譲受契約書を締結した㈱

琉球バス交通は、同年9月1日付で事業を譲り受け、営業を開始したため、新たに連結の範囲に含めた結果、平成18年9

月30日現在のバス・その他の認可台数は757台（前中間連結会計期間末比 387台増）となっております。 

  以上の結果、その他事業の売上高は前年同期比10.4％増加の2,902百万円となりました。 

（２）財政状態 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が2,430百

万円と前年同期に比べ146百万円の増益となりましたが、仕入債務の減少による支出、たな卸資産の増加による支出、

有形・無形固定資産の取得による支出を中心に前連結会計年度末に比べ2,274百万円減少し、当中間連結会計期間末に

は9,935百万円となっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、当中間連結会計期間は411百万円（前年同期は908百万円）となりました。これは、

主に税金等調整前中間純利益2,430百万円（同2,283百万円）のほか、タクシー車両の減価償却、Ｍ＆Ａによるのれんの

償却を中心とする償却費用1,312百万円（同1,318百万円）があったものの、仕入債務の減少による支出2,142百万円

（同1,005百万円）、たな卸資産の増加による支出1,821百万円（同1,351百万円）法人税等の支払額1,287百万円（同

1,758百万円）等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、当中間連結会計期間は2,406百万円（前年同期は64百万円の増加）となりました。

これは、主に営業車両の取得を中心とした有形・無形固定資産の取得による支出1,418百万円（同903百万円）、事業の

譲受に伴う支出1,027百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、当中間連結会計期間は539百万円（前年同期は153百万円）となりました。これは、

主に長期借入の実行による収入9,095百万円（同11,217百万円）、長期借入金の約定弁済による支出6,163百万円（同

9,409百万円）及び短期借入金の純減による支出2,200百万円（同1,449百万円）によるものであります。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。なお、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、当社グループにおける事業（特に不動産分譲事業）の特性として、中間期の営業

キャッシュ・フロー変動が毎期大きく、通期と比較することの有効性が低いと判断し、記載を省略しておりま

す。 

   ※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

   ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 11.8 9.1 10.1 10.2 10.7 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
16.2 16.4 37.6 28.9 26.6 

債務償還年数（年） － 11.1 － 41.9 － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ 5.3 － 1.7 － 
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（３）通期の見通し 

 今後の国内経済につきましては、好調な企業業績を背景に回復基調は持続するものと思われます。しかしながら、

原油価格の高止まりや原材料の調達費の上昇など懸念材料もあり、個人消費の本格的な回復に直結するかは不透明で

あります。 

 このような環境のもと、当社グループは更なる地域密着を図り、お客様本位のサービスと顧客満足を視野に入れた

異業種とのシナジー効果による付加価値の充実を図ってまいります。また、利益面では、原油価格の高止まりから原

材料のコストアップも想定されますが、全社を挙げて効率的な経営活動を実践することにより、連結売上高は87,300

百万円（前期比9.3％増加）、経常利益は6,350百万円（同5.2％増加）、当期純利益は3,000百万円（同14.7％増加）

を見込んでおります。 

 なお、個別の当中間会計期間における経常利益1,648百万円及び中間純利益1,172百万円は、マンション事業におい

て新規竣工物件の引渡しが順調に行われたこと、退職給付費を中心とした一般管理費の減少を主たる要因として、平

成18年5月29日に公表した個別の業績予想の経常利益1,100百万円に比し548百万円（49.8％）の増加、中間純利益500

百万円に比し672百万円（134.4％）の増加となっております。 

  また、通期の見通しにおきましては、現時点において連結及び個別共に同日の予想どおり推移するものと見込んで

おります。 
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（４）事業等のリスク 

  中間決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなも

のがあります。 

  なお、文中の将来に関する事項は、当中間決算短信提出日現在において当社グループが判断したものであり、また

すべてを網羅するものではありません。 

① 売上高及び売上総利益の変動について 

 イ．タクシー事業 

  タクシー業界においては、景気が上昇傾向にあるにもかかわらず法人ユーザーの経費節減、個人のマイカー保有

比率上昇等により売上高が減少する傾向に加え、規制緩和の下での新規参入、増車、料金の多様化など競争激化が

進んでおり、今後もこの傾向は続くものと予想されます。また、タクシー事業売上原価のうち原油高の影響による

ＬＰＧ等の石油関連商品の価格上昇、自動車任意保険加入が義務付けられていること、自賠責保険料の見直しに伴

う保険料負担の増加等、原価高の傾向が見込まれております。 

  当社グループといたしましては、お客様に満足頂くサービスの向上に努め増収を図るとともに、スケールメリッ

トを生かして原材料等の調達費抑制等の経費削減により利益の確保に努めてまいりますが、上記の要因により売上

高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

 ロ．不動産事業 

  当社グループの不動産事業につきましては、分譲物件の選別、差別化により顧客志向の商品供給を行っておりま

すが、以下のような業績変動要因があります。 

（イ）経済情勢 

  不動産分譲事業においては、景気、金利の動向、不動産販売価格情勢、住宅取得税制等の経済情勢に影響を受け

やすいため、購買サイドにおいて購入意欲をマイナスに作用させる要因があります。なお、不動産市場の変動によ

る販売価格の改定を実施した場合や、販売用不動産等の地価が著しく下落した場合、当社グループの会計方針に従

い販売用不動産の評価損を計上することにしております。当社グループといたしましては、常に景気、金利の動向

等に注力し、各プロジェクトの企画・販売計画を行うことに努めておりますが、上記の要因により不動産分譲事業

の売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

  不動産賃貸事業においては、主として都市部における飲食ビルを所有し賃貸業務を行っておりますが、景気の動

向や近隣における新規物件の増加、近隣市場における空室の増加等により、賃料相場の低下傾向が続く場合があり

ます。当社グループといたしましては、タクシー事業・不動産分譲事業等グループによるスケールメリットを生か

した情報提供及び優良な賃貸管理委託業者の選定により、テナントの募集に努めておりますが、上記の要因により

不動産賃貸事業の売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

（ロ）引渡しの時期 

  不動産分譲事業においては、売上は売買契約成立時ではなく、物件の顧客への引渡しをもって計上され、かつ利

益率は個別プロジェクト毎に立地、地域等により乖離があります。このため、各プロジェクトの引渡し時期により

各連結会計年度及び中間連結会計期間の売上高及び売上総利益に偏重傾向があります。当社グループといたしまし

ては、プロジェクトの利益率については社内規定を設け、各プロジェクトの立案時において個別に判断をすること

としており、また引渡し時期については、お客様のニーズに合わせた竣工時期の選定を実施するほか、年間を通じ

竣工時期を平準化することに努めておりますが、過去の各プロジェクトの完成・引渡しは下半期に偏って行われた

ことから、各連結会計年度及び中間連結会計期間の売上高・売上総利益において不動産分譲事業の業績判断の際に

は留意する必要があります。 

  なお、天災その他予想し得ない事態による工事期間の遅延といった不測の事態により、引渡し時期が遅延するこ

とも考えられ、売上高は著しく変動する可能性があります。 

  （参考）不動産分譲事業の上半期・下半期別売上高                                 （単位：百万円） 

 (注) 不動産分譲事業の契約及び販売実績については、「５．営業の状況」をご参照下さい。 

  上 半 期 下 半 期 通  期 

  前々連結会計年度 5,310 8,941 14,252 

  前連結会計年度 5,788 11,192 16,980 
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 ハ．自動車関連事業 

  自動車販売事業においては、外車販売事業で自動車業界及び販売網の再編などにより既存のディーラー契約が継

続されなくなる場合や、メーカーの販売戦略による店舗及び関連設備等の要請により、新たな設備投資が発生する

ことがあります。また、メーカーの生産計画により、商品車両の納期が遅れることや、モデルチェンジによる新型

車種の発売時期により当社グループの販売実績に影響を及ぼす事態も想定されます。 

  当社グループといたしましては、メーカーの要請・指導を遵守し、各種セミナー・各種会議に積極的に参加する

ことにより、必要に応じメーカーに対する要望を提言しながら、メーカーと継続的な関係を保つことに努めており

ますが、上記の要因により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

 ニ．金融事業 

  金融事業においては、中小企業を中心に景気回復に伴う資金需要が増加しているものの、自己破産の申請件数

は、依然として高水準で推移していることに加え、異業種、銀行及び大手消費者金融会社の事業者向け分野への進

出など競争激化が進んでおり、今後もこの傾向は続くものと予想されます。当社グループといたしましては、本支

店各拠点において新規顧客の獲得に積極的な営業活動を推進してまいりますが、売上高及び売上総利益に影響を及

ぼす可能性があります。 

  また前連結会計年度において、消費者金融事業会社の買収により同事業に進出いたしましたが、消費者金融業界

は大手企業による寡占化が進行するなど競争が激化しており、加えて買収に伴い発生するのれんの償却負担もある

ことから、当該子会社の事業が計画どおり達成されない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ホ．その他事業 

  那覇交通㈱及び琉球バス㈱から事業譲受に伴い引継いだ営業車両（路線バス・観光バス）の大半は老朽化が激し

いため、お客様のニーズにお応えするため、今後も計画的に車両代替を行うことにしております。個人のマイカー

保有比率上昇等により路線バスの売上高が減少する傾向があるなかで、当社グループといたしましては、乗務員教

育によるサービスの向上を図るとともに、効率的なバス路線の見直し及び新規観光バス顧客の獲得に積極的な営業

活動を推進してまいりますが、当該バス車両の減価償却費及びリース料の増加並びにバス事業売上原価のうち原油

高の影響による軽油等の石油関連商品の価格上昇が見込まれることから、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可

能性があります。 

② 法的規制について 

 イ．タクシー事業 

  （イ）規制緩和 

  タクシー事業は、「道路運送法」による一般乗用旅客自動車運送事業の免許を得てタクシーの営業を行ってお

り、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか「道路運送法施行規則」、

「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。 

  平成14年2月の道路運送法の改正及びその後の一部改正により、タクシー事業への新規参入及び車両の増減車の

簡易化及び運賃料金の設定緩和といった規制緩和がなされ、タクシー業界においては増車及び運賃の割引による過

当競争により、業界全体として収入が減少傾向にあります。 

  当社グループにおいては、安全な輸送と快適なサービスにより、お客様に選ばれるタクシー会社としてあり続け

ることを基本としていることから、安易な運賃設定の低減を行うことなく、営業キャンペーンの実施や介護、代行

運転、乗合、クーポン券の販売に加え、クレジット・キャッシング・ポイント付与の機能を持たせたハウスカード

を導入することで、当社グループのタクシーに対する顧客ニーズの喚起を中心として増収を図っておりますが、業

界自体の更なる過当競争により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

  （ロ）運輸局による指導・行政処分について 

  タクシー事業の所轄官庁は国土交通省・運輸局ですが、同局ではタクシー事業者が公共輸送機関として適正に運

営を行うよう、同局の監査を通じてタクシー事業者全てに対して指導が行われております。しかし昨今前述の規制

緩和策と連動して、同局の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処分の対象とな

り、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあり、平成18年2月からは処分基準が見直し実施されており

ます。また、平成18年6月施行の道路交通法の一部改正では、駐停車違反に伴う運転者の反則金の未払いによって

は、車両の使用者（会社）へも処分が及ぶこととなり、同年10月施行の道路運送法の一部改正では、事業経営者に

対する輸送の安全確保義務の明確化に伴い、運輸安全マネジメントが導入され、安全情報の公表、指導監督及び

300両以上のタクシー事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選任届出が義務付けられまし

た。 
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   当社グループにおきましては、当中間連結会計期間末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、

引続き管理体制の強化により、運輸局による指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めて

まいりますが、今後不測の事態等による行政処分により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。

 ロ．不動産事業 

  不動産事業は、「国土利用計画法」、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」並びに「住宅品質確保促進法」に

より規制を受けております。また当社グループは（財）住宅保証機構による住宅性能保証制度に加入し10年の保証

を行っております。当社グループにおきましては、当中間連結会計期間末までにおいて業績に重要な影響を受けた

行政処分はなく、引続き管理体制の強化並びに新たな法的規制の動向に注力し、迅速な対応に努めてまいります

が、今後これらの規制の改廃又は新たな法的規制により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。

 ハ．金融事業 

（イ）貸金業登録について 

  金融事業における主要業務である貸金業務は「貸金業の規制等に関する法律」（以下「規制法」）及び「出資の

受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下「出資法」）の適用を受けております。 

  当社グループにおいては、当中間連結会計期間末までにおいて、「規制法」に定める登録の拒否事由、業務の停

止及び業務取消事由には該当しておらず、引続き管理体制の強化に努めてまいりますが、何らかの理由によりこれ

ら規定に抵触することとなった場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

（ロ）貸出金利について 

  金融事業は、「出資法」により貸出金利における上限が年29.2％に規制されております。 

  この貸出上限金利については平成15年8月1日に公布された改正出資法附則第12条第2項で「改正出資法の施行後

三年を目途として、資金需要の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の

設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。」とされてお

りましたが、この貸出上限金利の引下げを含む「規制法」及び「出資法」の改正案が今秋の国会に提出されまし

た。当中間決算短信提出日現在において結論は出ておりませんが、仮にこれらの法改正による規制金利の引き下げ

が行われ、当社グループの設定金利の引き下げを余儀なくされた場合、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能

性があります。 

（ハ）利息制限法規制金利超過分返還請求について 

 貸出上限金利については「出資法」とは別に「利息制限法」における第1条第1項で金銭を目的とする消費貸借上

の利息の契約は、利息の最高限度（元本が10万円未満の場合年20％、10万円以上100万円未満の場合年18％、100万

円以上の場合年15％により計算した金額）の超過部分については無効とされております。また、「規制法」第43条

により、当該超過部分を債務者が利息として支払ったこと、同法第17条に定める書面を契約時に遅滞なく交付して

いること、同法第18条に定める受取証書を弁済時直ちに交付していること等の要件を全て充足している場合には上

記条項にかかわらず有効な利息の弁済とみなす、とされております。しかし、ＡＴＭやリボルビング契約など利便

性向上のために進化する取引実態に反して規制法におけるこれら見直しが行われない中で平成16年2月20日に上記

要件を厳格に適用することを求める最高裁判決が出ました。加えて、平成18年1月13日の最高裁判決において、ロ

ーンの分割返済が遅れた場合に残債務の一括返済を求める特約条項は、「利息制限法」の定める利息の最高限度を

超過する部分の支払いを事実上強制するものであり、「規制法」第43条で定める「任意の支払い」とは認められな

いとの判断が示されました。これ以降当該判例下では当社グループの金融事業を含む金融事業業界全体で「利息制

限法」を超過する部分の殆どは「規制法」各条項に規定する適用要件を充足しないものと解釈されることとなり、

これらを契機に超過利息の返還請求案件が多発しております。当中間連結会計期間における当社グループの利息制

限法規制金利超過分返還請求に基づく返還額及び償却額は大幅に増加しており、当社グループとしては司法判断を

真摯に受け止め、迅速かつ柔軟に返還請求に対処してまいる所存でありますが、返還請求見込額の引当金計上など

当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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 ニ．その他事業 

  バス事業は、「道路運送法」による一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の免許を得てバ

ス事業の営業を行っており、その業務を行うためには国土交通大臣の許可が必要であり、「道路運送法」のほか

「道路運送法施行規則」、「旅客自動車運送事業等運輸規則」の規制を受けております。 

  また、タクシー事業と同様に運輸局等の監査によって指摘された不備事項については、その程度に応じて行政処

分の対象となり、新規事業展開の禁止・営業停止等厳格化の傾向にあります。なお、平成18年10月施行の道路運送

法の一部改正では、事業経営者に対する輸送の安全確保義務の明確化に伴い、運輸安全マネジメントが導入され、

安全情報の公表、指導監督及び200両以上のバス事業者にあっては安全管理規程の作成届出・安全統括管理者の選

任届出が義務付けられました。 

  当社グループにおきましては、当中間連結会計期間末までにおいて業績に重要な影響を受けた行政処分はなく、

引続き管理体制の強化により、運輸局等の指導・是正措置に迅速に対応し、円滑に事業を運営することに努めてま

いりますが、今後不測の事態等による行政処分により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。

  さらに、通信販売事業においては、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」、「消費者保護法」により

法的規制を受けております。当社グループといたしましては、管理体制の強化に努めてまいりますが、今後不測の

事態等により、売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 

 ホ．情報管理について 

  当社グループでは、タクシーチケットやポイントカード等の発行を中心として、各事業部門において大量の顧客

情報を取り扱っております。 

  「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、個人情報保護対策プロジェクトを発足させ、個人情報保護方針

及び個人情報保護規定を制定し、顧客情報の保護に努めております。当中間連結会計期間末までにおいて情報流出

問題は発生しておりませんが、予期せぬ事態により情報が流出する可能性は皆無ではなく、顧客情報の流出等の事

故発生が、法的責任及び社会的責任を課せられ、信用力の低下により売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性

があります。 

③ 有利子負債への依存について 

    当社グループは、主に不動産事業における分譲用地や賃貸物件の取得等、金融事業における融資元本の資金、タ

クシー事業におけるＭ＆Ａや営業所用地の取得等の資金調達において、主として金融機関からの借入金で賄ってい

るため、有利子負債への依存が高い傾向にあります。 

  いずれの資産も営業用資産であり業容の拡大に比例して増加しておりますが、有利子負債は販売用不動産の回転

期間の短縮化、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）の導入による資金効率の向上により削減を図って

おります。 

  なお、資金の調達コスト面におきましては、個別事業採算及び短期・長期の金利差も考慮しながら資金調達を図

っておりますが、金利上昇局面の収益影響を考え、長期固定金利による調達に傾注しております。その結果、当社

においては長期借入金に占める固定金利の比率が、平成16年3月期41.6％、平成17年3月期43.7％、平成18年3月期

52.4％と上昇しておりますが、急激な金利上昇によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ タクシー事業の人材確保と稼働率について 

    タクシー業界においては、乗務員の平均勤続年数は短く、退職率も高い傾向にありますが、これは主として、業

界内の慢性的な２種免許保有者の不足に伴う転職しやすさ等に起因しております。また、当中間連結会計期間にお

ける当社グループの稼働率は90.0％であり、乗務員の確保状況が稼働率に多大な影響を及ぼしております。 

  また、従来からの乗務員不足に加え団塊の世代の大量退職が予想されるため、稼働率の低下と人員募集活動、養

成費といった経費の増加が予想されます。 

  当社グループにおいては、乗務員紹介サポーター制度を設け、若い人材の獲得や女性乗務員の採用に注力すると

ともに、各種キャンペーンや法人営業等により需要の喚起に努めてまいりますが、今後乗務員を安定的に確保でき

ない状態が継続した場合、稼働率の低下によって売上高及び売上総利益に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  12,277   11,240   13,525  

２．受取手形及び営業
未収金 

※２  15,104   2,163   2,272  

３．営業貸付金 ※２  －   21,063   20,903  

４．たな卸資産 ※２  18,721   23,402   21,565  

５．その他   2,914   3,295   3,068  

  貸倒引当金   △423   △1,069   △750  

流動資産合計   48,593 42.5  60,096 46.8  60,585 47.2 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物 ※２ 17,016   17,329   17,046   

２．土地 ※２ 34,864   35,530   35,480   

３．その他  3,233 55,114 48.2 3,015 55,875 43.5 2,922 55,448 43.3 

(2）無形固定資産   502 0.5  1,973 1.6  1,575 1.2 

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  3,327   3,165   3,405   

２．長期貸付金  1,615   1,919   1,944   

３．繰延税金資産  3,532   3,949   3,822   

４．再評価に係る繰
延税金資産  71   71   71   

５．その他 ※２ 2,714   2,483   2,543   

    貸倒引当金  △1,205 10,056 8.8 △1,143 10,445 8.1 △1,158 10,628 8.3 

固定資産合計   65,673 57.5  68,294 53.2  67,652 52.8 

資産合計   114,266 100.0  128,390 100.0  128,238 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び営業
未払金   6,510   7,148   9,370  

２．短期借入金 ※２  29,271   31,803   32,978  

３．賞与引当金   534   643   575  

４．役員賞与引当金   －   50   －  

５．利息返還損失引当
金   －   180   －  

６．その他 ※２  5,279   6,517   5,932  

流動負債合計   41,597 36.4  46,344 36.1  48,856 38.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  46,546   53,052   51,110  

２．退職給付引当金   6,399   6,545   6,560  

３．役員退職慰労引当
金   1,153   1,228   1,199  

４．利息返還損失引当
金   －   101   －  

５．再評価に係る繰延
税金負債   2,092   2,006   2,010  

６．その他   3,934   4,197   4,259  

固定負債合計   60,126 52.6  67,132 52.3  65,140 50.8 

負債合計   101,723 89.0  113,477 88.4  113,996 88.9 

           

（少数株主持分)           

少数株主持分   1,054 0.9  － －  1,134 0.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,020 1.8  － －  2,020 1.6 

Ⅱ 資本剰余金   2,207 1.9  － －  2,207 1.7 

Ⅲ 利益剰余金   14,140 12.4  － －  14,508 11.3 

Ⅳ 土地再評価差額金   △7,216 △6.3  － －  △6,146 △4.8 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金   404 0.4  － －  584 0.5 

Ⅵ 自己株式   △67 △0.1  － －  △67 △0.1 

資本合計   11,488 10.1  － －  13,107 10.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計   114,266 100.0  － －  128,238 100.0 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ株主資本           

 １資本金    －   2,027 1.6   －   

 ２資本剰余金    －   2,214 1.7   －   

 ３利益剰余金    －   15,281 11.9   －   

 ４自己株式    －   △67 △0.0   －   

 株主資本合計    －   19,456 15.2   －   

Ⅱ評価・換算差額等           

 １その他有価証券評価
差額金    －   428 0.3   －   

 ２土地再評価差額金    －   △6,150 △4.8   －   

 評価・換算差額等合計    －   △5,721 △4.5   －   

Ⅲ少数株主持分   －   1,179 0.9  －  

 純資産合計   －   14,913 11.6  －  

 負債純資産合計   －   128,390 100.0  －  
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(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   35,912 100.0  38,746 100.0  79,906 100.0 

Ⅱ 売上原価   28,692 79.9  30,210 78.0  63,687 79.7 

売上総利益   7,220 20.1  8,535 22.0  16,218 20.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  4,228 11.8  5,201 13.4  9,703 12.1 

営業利益   2,991 8.3  3,334 8.6  6,515 8.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  18   28   39   

２．雇用開発助成金  26   24   58   

３．その他  399 444 1.2 353 407 1.1 1,011 1,109 1.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  599   560   1,191   

２．その他  140 740 2.0 198 759 2.0 398 1,590 2.0 

経常利益   2,695 7.5  2,982 7.7  6,033 7.6 

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 186 186 0.5 － － － 196 196 0.3 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除売却損 ※３ 138   44   253   

２．投資有価証券評価
損  6   17   8   

３．貸倒引当金繰入額  ※４ 133   －   279   

４．減損損失 ※５ 320   76   320   

５．利息返還金  －   131   －   

６．利息返還損失引当
金繰入額  －   282   －   

７．その他  － 598 1.6 － 551 1.4 700 1,564 2.0 

税金等調整前中間
(当期)純利益   2,283 6.4  2,430 6.3  4,666 5.9 

法人税、住民税及
び事業税  1,274   1,367   2,579   

法人税等調整額  △206 1,068 3.0 △111 1,255 3.2 △658 1,920 2.4 

少数株主利益   57 0.2  58 0.2  129 0.2 

中間(当期)純利益   1,158 3.2  1,116 2.9  2,615 3.3 
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,207  2,207

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高   2,207  2,207 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   13,211  13,211

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間(当期)純利益  1,158  2,615  

２．土地再評価差額金取崩額  13  －  

３．連結子会社の減少に伴う剰余金増
加高 

 44 1,215 44 2,659

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  195  293  

２．役員賞与  91  91  

３．土地再評価差額金取崩額  － 286 978 1,362

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   14,140  14,508 
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中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高    
（百万円） 

2,020 2,207 14,508  △67 18,668 

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行 7 7 － － 14 

剰余金の配当（注） －  － △195  － △195 

役員賞与（注）  － － △101  － △101 

中間純利益  －  － 1,116  － 1,116 

土地再評価差額金取崩額  － － 4 － 4 

連結子会社の増加に伴う増加
高 

 － － 0 － 0 

連結子会社の増加に伴う減少
高 

 － － △46 － △46 

連結子会社の減少に伴う減少
高 

 － － △4 － △4 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

－ －  － － － 

中間連結会計期間中の変動額合
計         （百万円) 

7 7  772  － 787 

平成18年９月30日 残高     
（百万円） 

2,027 2,214 15,281 △67 19,456 
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（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高     
（百万円） 

584 △6,146 △5,561 1,134 14,241 

中間連結会計期間中の変動額         

新株の発行 －  －  －  － 14 

剰余金の配当（注）  －  －  －  － △195 

役員賞与（注） －  －  －  － △101 

中間純利益  －  －  －  － 1,116 

土地再評価差額金取崩額  －  －  －  － 4 

連結子会社の増加に伴う増加
高 

 －  －  －  － 0 

連結子会社の増加に伴う減少
高 

 －  －  －  － △46 

連結子会社の減少に伴う減少
高 

 －  －  －  － △4 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△155 △4 △160 44 △115 

中間連結会計期間中の変動額合
計                （百万円) 

△155 △4 △160 44 671 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

428 △6,150 △5,721 1,179 14,913 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区 分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  2,283 2,430 4,666 

減価償却費  1,267 1,121 2,721 

販売用不動産評価損  87 － 388 

投資有価証券評価損  6 17 8 

減損損失  320 76 320 

のれん及び負ののれん償却額  － 190 － 

営業権償却  35 － 355 

連結調整勘定償却  16 － 32 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  134 303 414 

賞与引当金の増減額(減少：△)  32 68 40 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  71 △14 151 

役員退職慰労引当金の増減額(減少 
：△)  46 29 92 

利息返還損失引当金の増減額(減少：△)  － 282 － 

受取利息及び受取配当金  △43 △52 △91 

支払利息  599 560 1,191 

固定資産除売却損益(益：△)  △48 44 57 

基金脱退損失見込負担額  － － 613 

営業債権の増減額(増加：△)  △493 △39 △1,931 

たな卸資産の増減額(増加：△)  △1,351 △1,821 △4,519 

仕入債務の増減額(減少：△)  △1,005 △2,142 1,928 

その他の資産及び負債の増減額  △521 414 △381 

役員賞与の支払額  △91 △101 △91 

その他  53 32 103 

小 計  1,398 1,399 6,073 

利息及び配当金の受取額  43 52 91 

利息の支払額  △592 △576 △1,193 

法人税等の支払額  △1,758 △1,287 △2,964 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △908 △411 2,006 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区 分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △615 △742 △1,350 

定期預金の払出による収入  650 752 1,365 

投資有価証券の取得による支出  △122 △34 △191 

投資有価証券の売却による収入  61 1 432 

有形・無形固定資産の取得による支出  △903 △1,418 △3,248 

有形・無形固定資産の売却による収入  1,130 46 1,723 

短期貸付金の増減額(増加：△)  41 △40 23 

長期貸付による支出  △149 △545 △446 

長期貸付金の回収による収入  102 573 162 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出  △9 － △9 

事業の譲受に伴う支出  － △1,027 － 

営業の譲受に伴う収入  － － 88 

その他の投資の取得による支出  △150 △44 △259 

その他の投資の回収・売却による収入  29 72 169 

投資活動によるキャッシュ・フロー  64 △2,406 △1,539 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額(減少：△)  △1,449 △2,200 2,222 

長期借入れによる収入  11,217 9,095 16,274 

長期借入金の返済による支出  △9,409 △6,163 △18,123 

配当金の支払額  △195 △195 △293 

株式の発行による収入  － 14 － 

少数株主への配当金支払額  △9 △10 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー  153 539 70 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △691 △2,278 536 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  11,676 12,210 11,676 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  － 4 － 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  △2 △0 △2 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  10,981 9,935 12,210 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (イ）連結子会社の数  95社 

主要な連結子会社 

㈱第一ゼネラルサービス 

㈱ミュンヘンオート 

那覇バス㈱ 

北九州第一交通㈱ 

大阪第一交通㈱ 

鯱第一交通㈱ 

第一交通㈱（東京） 

札幌第一交通㈱ 

 なお、日新信販㈱につい

ては、当中間連結会計期間

において連結子会社㈱第一

ゼネラルサービスが買収し

たことにより、当中間連結

会計期間から連結子会社に

含めることとしておりま

す。 

 また、諏訪第一交通㈲に

ついては、当中間連結会計

期間から事業を廃止してお

り、重要性が乏しくなった

ため、連結子会社から除外

しております。 

(イ）連結子会社の数  97社 

主要な連結子会社 

㈱第一ゼネラルサービス 

㈱ミュンヘンオート 

那覇バス㈱ 

北九州第一交通㈱ 

大阪第一交通㈱ 

鯱第一交通㈱ 

第一交通㈱（東京） 

札幌第一交通㈱ 

 なお、㈱琉球バス交通、

那覇第一交通㈱及び第一メ

ディカル㈱については、そ

れぞれ重要性が増加したこ

とにより、当中間連結会計

期間から連結子会社に含め

ることとしております。 

 また、東京第一交通㈲に

ついては、当中間連結会計

期間から事業を廃止してお

り、重要性が乏しくなった

ため、連結子会社から除外

しております。 

(イ）連結子会社の数  95社 

主要な連結子会社 

㈱第一ゼネラルサービス 

㈱ミュンヘンオート 

那覇バス㈱ 

北九州第一交通㈱ 

大阪第一交通㈱ 

鯱第一交通㈱ 

第一交通㈱（東京） 

札幌第一交通㈱ 

 なお、日新信販㈱につい

ては、当連結会計年度にお

いて連結子会社㈱第一ゼネ

ラルサービスが買収したこ

とにより、当連結会計年度

から連結子会社に含めるこ

ととしております。 

 また、諏訪第一交通㈲に

ついては、当連結会計年度

から事業を廃止しており、

重要性が乏しくなったた

め、連結子会社から除外し

ております。 

 (ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

 主要な非連結子会社は、第

一酒販㈲、㈱ダイイチであり

ます。 

(ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

同    左 

(ロ）主要な非連結子会社の名称

等 

   同    左 

 (ハ）非連結子会社について連結

の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

(ハ）非連結子会社について連結

の範囲から除いた理由 

同    左 

(ハ）非連結子会社について連結

の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事項  持分法適用会社はありませ

ん。 

 持分法を適用していない非連

結子会社(第一酒販㈲、㈱ダイイ

チほか)は、中間純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても中間連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

同    左  持分法適用会社はありませ

ん。 

 持分法を適用していない非連

結子会社(第一酒販㈲、㈱ダイイ

チほか)は、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から

除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日が中

間連結決算日と異なる会社は㈱

第一ゼネラルサービス、㈱パー

ク・スリー及び日新信販㈱(中間

決算日６月30日)であります。中

間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しております。な

お、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

同    左  連結子会社の決算日が連結決

算日と異なる会社は㈱第一ゼネ

ラルサービス、㈱パーク・スリ

ー及び日新信販㈱(決算日12月31

日)であります。連結財務諸表の

作成にあたっては、同社の決算

日現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

４．会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同    左 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同    左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しておりま

す。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しておりま

す。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しておりま

す。） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同    左 

時価のないもの 

同    左 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ② たな卸資産 

販売用不動産及び未成販売

用不動産 

② たな卸資産 

販売用不動産及び未成販売

用不動産 

② たな卸資産 

販売用不動産及び未成販売

用不動産 

 個別法による原価法 

 ただし、時価が帳簿価額

の80％を下回る物件につい

ては、著しい価値の下落が

あるものとみなして時価に

より評価しております。 

同    左 同    左 

 商品 

当社は売価還元法による

原価法 

子会社は主として個別法

による原価法 

商品 

同    左 

商品 

同    左 

 その他のたな卸資産 

主として最終仕入原価法

による原価法 

その他のたな卸資産 

同    左 

その他のたな卸資産 

同    左 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物付属

設備を除く）については定額

法 

 なお、主な耐用年数は、建

物及び構築物3～50年でありま

す。 

① 有形固定資産 

同    左 

① 有形固定資産 

同    左 

 ② 無形固定資産 

営業権 

 ３年で毎期均等償却 

② 無形固定資産 

────── 

② 無形固定資産 

営業権 

 金融事業については５

年、その他は３年で毎期均

等償却 

 ────── のれん（及び負ののれん） 

 効果の発現する期間（３

年又は５年）にわたって均

等償却を行うこととしてお

ります。 

 なお、金額的重要性の乏

しい場合には、発生年度の

損益として処理することと

しております。 

────── 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 その他の無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウエアついては、社内にお

ける利用可能期間（５年）

に基づいております。 

その他の無形固定資産 

同    左 

その他の無形固定資産 

同    左 

(3）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

同    左 

① 貸倒引当金 

同    左 

 ② 賞与引当金 

 主として従業員の賞与の支

給に備えるため、支給見込額

に基づき当中間連結会計期間

に負担すべき額を計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同    左 

② 賞与引当金 

 主として従業員の賞与の支

給に備えるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度に負

担すべき額を計上しておりま

す。 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ③ 役員賞与引当金 

────── 

③ 役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支給に備

るため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間から、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用し

ております。 

 これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ50百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

③ 役員賞与引当金 

────── 

 ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

 会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を営

業外費用として費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。 

④ 退職給付引当金 

同    左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

 会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を営

業外費用として費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(5年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしてお

ります。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社㈱第一

ゼネラルサービスは役員退職

慰労金の支払いに備えるた

め、役員退職慰労金支給内規

に基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同    左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社㈱第一

ゼネラルサービスは役員退職

慰労金の支払いに備えるた

め、役員退職慰労金支給内規

に基づく期末要支給額を計上

しております。 
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項  目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ⑥ 利息返還損失引当金 

────── 

⑥ 利息返還損失引当金 

 連結子会社のうち２社は、

利息制限法上の上限金利を超

過して支払われた利息の返還

による損失に備えるため、当

中間連結会計期間末における

損失発生見込額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

 「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る引

当金の計上に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協

会 平成18年10月13日 業種

別委員会報告第37号）が公表

され、利息返還損失引当金の

算定方法及び合理的見積期間

の考え方が整理されたことを

受け、当中間連結会計期間か

ら当該引当金を計上すること

といたしました。 

 この結果、利息返還損失引

当金繰入額が282百万円特別損

失に計上され、税金等調整前

中間純利益が同額減少してお

ります。 

⑥ 利息返還損失引当金 

────── 

(4）重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同    左 同    左 

(5）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 消費税等の会計処理 

同    左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。なお、控除対象外消費税

は当連結会計年度の租税公課

として処理しております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の

範囲 

 資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び取得日から３か月

以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であ

り、かつ価値変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な

投資からなっております。 

同    左 同    左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は320百万円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。 

  

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより減価

償却費が1百万円減少し、営業利益及

び経常利益がそれぞれ同額増加すると

ともに、減損損失が320百万円計上さ

れ、税金等調整前当期純利益は319百

万円減少しております。 

 また、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 なお、セグメントに与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

  

（金融事業における償却債権取立益の

会計処理の変更） 

 金融事業における償却債権取立益に

ついては、従来、営業外収益として計

上しておりましたが、当中間連結会計

期間から売上高に含めて計上する方法

に変更いたしました。 

 この変更は、金融事業において、日

新信販㈱の子会社化と併せて債権回収

部門を強化したことを契機に、償却債

権の回収業務が主たる営業活動に含ま

れる業務の成果としての性格を有する

こととなることから、損益区分をより

適切にするために行ったものでありま

す。 

 この変更により、売上高が11百万円

増加し、営業外収益が同額減少してお

ります。この結果、従来の方法に比べ

て営業利益は同額増加しております

が、経常利益及び税金等調整前中間純

利益に及ぼす影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

────── （金融事業における償却債権取立益の

会計処理の変更） 

 金融事業における償却債権取立益に

ついては、従来、営業外収益として計

上しておりましたが、当連結会計年度

から売上高に含めて計上する方法に変

更いたしました。 

 この変更は、金融事業において、日

新信販㈱の子会社化と併せて債権回収

部門を強化したことを契機に、償却債

権の回収業務が主たる営業活動に含ま

れる業務の成果としての性格を有する

こととなることから、損益区分をより

適切にするために行ったものでありま

す。 

 この変更により、売上高が21百万円

増加し、営業外収益が同額減少してお

ります。この結果、従来の方法に比べ

て営業利益は同額増加しております

が、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に及ぼす影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間から、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は13,734百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

────── 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

          ──────  （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間まで投資その他の資産「その他」に

含めていた有限会社に対する出資金（当中間連結会計期間

末61百万円）は、会社法（平成17年第86号）及び会社法の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年第87

号）第２条第２項により、旧有限会社法に規定する有限会

社に対する持分が株式とみなされることとなったことに伴

い、当中間連結会計期間から「投資有価証券」に含めて表

示することに変更いたしました。 

 なお、前中間連結会計期間の投資その他の資産「その

他」に含まれる当該出資金は8百万円であります。    
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、23,396百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、24,581百万円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、23,957百万円でありま

す。 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 

(定期預金) 
85百万円 

受取手形及び営

業未収金 
400 

たな卸資産 

(販売用不動産

及び未成販売用

不動産) 

5,588 

建物及び構築物 12,158 

土地 28,497 

投資その他の資

産「その他」 

(差入保証金) 

5 

計 46,735 

現金及び預金 

(定期預金) 
85百万円 

営業貸付金 7,176 

たな卸資産 

(販売用不動産

及び未成販売用

不動産) 

7,848 

建物及び構築物 12,093 

土地 28,372 

計 55,576 

現金及び預金 

(定期預金) 
85百万円 

営業貸付金 7,112 

たな卸資産 

(販売用不動産

及び未成販売用

不動産) 

6,290 

建物及び構築物 12,277 

土地 28,380 

計 54,146 

 上記物件について、短期借入

金5,483百万円、長期借入金 

21,487百万円、流動負債「その

他」(前受金)16百万円の担保に  

供しております。 

 上記物件について、短期借入

金9,248百万円、長期借入金（1

年内返済予定額7,834百万円を含

む）52,989百万円、流動負債 

「その他」(前受金)22百万円の

担保に供しております。  

 上記物件について、短期借入

金11,448百万円、長期借入金 

51,702百万円、流動負債「その

他」(前受金) 3百万円の担保に

供しております。 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

 下記会社及び当社分譲物件購

入者の金融機関からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行

っております。 

 下記会社及び当社分譲物件購

入者の金融機関からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行

っております。 

 下記会社及び当社分譲物件購

入者の金融機関からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行

っております。 

第一酒販㈲ 84百万円 

当社分譲物件購入

者（557名） 

1,464 

計 1,548 

第一酒販㈲ 58百万円 

当社分譲物件購入

者（353名） 

918 

計 976 

第一酒販㈲ 68百万円 

当社分譲物件購入

者（456名） 
1,177 

計 1,246 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

貸倒引当金繰入

額 
108百万円 

給料・手当 1,487 

賞与引当金繰入

額 
168 

退職給付費用 65 

役員退職慰労引

当金繰入額 
46 

貸倒引当金繰入

額 
474百万円 

給料・手当 1,673 

賞与引当金繰入

額 
195 

役員賞与引当金

繰入額 
50 

退職給付費用 △42 

役員退職慰労引

当金繰入額 
51 

貸倒引当金繰入

額 
563百万円 

給料・手当 3,145 

賞与引当金繰入

額 
145 

退職給付費用 136 

役員退職慰労引

当金繰入額 
92 

※２ 固定資産売却益の主なもの

は、土地売却益119百万円であ

ります。 

────── ※２ 固定資産売却益の主なもの

は、土地売却益125百万円であ

ります。 

※３ 固定資産除売却損の主なもの

は、土地売却損102百万円であ

ります。 

※４ 関係会社第一酒販㈲及び(資)

夫婦松酒造店に対する債権に

係るものであります。 

※３ 固定資産除売却損の主なもの

は、建物除却損36百万円であ

ります。 

────── 

※３ 固定資産除売却損の主なもの

は、建物除売却損128百万円で

あります。 

※４ 関係会社第一酒販㈲、(資)夫

婦松酒造店、㈱ＤＫＳサービ

ス及び佐野第一交通㈱に対す

る債権に係るものでありま

す。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたし

ました。 

 当社グループは営業所を基礎と

して継続的な収支の把握を行って

いる単位を一つの資産グループと

しております。なお、遊休資産に

ついては各資産単位を一つの資産

グループとしております。  

 その結果、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスの資産グ

ループ、市場価格が著しく下落し

た資産グループ及び遊休資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(320百万円)として特別損失に計

上いたしました。その内訳は建物

及び構築物36百万円、土地283百

万円、その他有形固定資産0百万

円であります。 

 なお、当該資産グループの回収

可能額は正味売却価額又は使用価

値により測定しております。 

 回収可能価額を正味売却価額に

より測定する場合の時価は、対象

資産の重要性を考慮して路線価又

は固定資産税評価額等を基礎とし

て算定しております。 

 また、回収可能価額を使用価値

により測定している場合には、将

来キャッシュ・フローを6.9％で

割引いて算定しております。 

用途 場所 種類 

減損損

失(百万

円) 

賃貸資

産 

福岡県

北九州

市他１

箇所 

土地・

建物  
  231 

事業用

資産 

福岡県

北九州

市他３

箇所 

建物・

構築物

他 

48 

遊休資

産 

鳥取県

米子市

他８箇

所 

土地・

建物  
40 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたし

ました。 

 当社グループは営業所を基礎と

して継続的な収支の把握を行って

いる単位を一つの資産グループと

しております。なお、遊休資産に

ついては各資産単位を一つの資産

グループとしております。  

 その結果、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスの資産グ

ループ、市場価格が著しく下落し

た資産グループ及び遊休資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(76百万円)として特別損失に計上

いたしました。その内訳は土地76

百万円であります。 

 なお、当該資産グループの回収

可能額は正味売却価額により測定

しております。 

 回収可能価額を正味売却価額に

より測定する場合の時価は、対象

資産の重要性を考慮して路線価又

は固定資産税評価額等を基礎とし

て算定しております。 

用途 場所 種類 

減損損

失(百万

円) 

事業用

資産 

福岡県

北九州

市 

土地 9 

遊休資

産 

山形県

鶴岡市

他６箇

所 

土地  66 

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしまし

た。 

 当社グループは営業所を基礎と

して継続的な収支の把握を行って

いる単位を一つの資産グループと

しております。なお、遊休資産に

ついては各資産単位を一つの資産

グループとしております。  

 その結果、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスの資産グ

ループ、市場価格が著しく下落し

た資産グループ及び遊休資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

(320百万円)として特別損失に計

上いたしました。その内訳は建物

及び構築物36百万円、土地283百

万円、その他有形固定資産0百万

円であります。 

 なお、当該資産グループの回収

可能額は正味売却価額又は使用価

値により測定しております。 

 回収可能価額を正味売却価額に

より測定する場合の時価は、対象

資産の重要性を考慮して路線価又

は固定資産税評価額等を基礎とし

て算定しております。 

 また、回収可能価額を使用価値

により測定している場合には、将

来キャッシュ・フローを6.9％で

割引いて算定しております。 

用途 場所 種類 

減損損

失(百万

円) 

賃貸資

産 

福岡県

北九州

市他１

箇所 

土地・

建物  
  231

事業用

資産 

福岡県

北九州

市他３

箇所 

建物・

構築物

他 

48 

遊休資

産 

鳥取県

米子市

他８箇

所 

土地・

建物  
40 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加16千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式 （注） 19,597 16 － 19,613 

合計 19,597 16 － 19,613 

 自己株式     

   普通株式 62 － － 62 

合計 62 － － 62 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 195 10  平成18年３月31日  平成18年６月28日

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月24日 

取締役会 
普通株式 97 利益剰余金 5  平成18年９月30日  平成18年12月8日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 12,277百万円 

預入期間が３か月

を超える定期預金 
△1,295 

現金及び現金同等

物 
10,981 

現金及び預金勘定 11,240百万円 

預入期間が３か月

を超える定期預金 
△1,305 

現金及び現金同等

物 
9,935 

現金及び預金勘定 13,525百万円 

預入期間が３か月

を超える定期預金 
△1,315 

現金及び現金同等

物 
12,210 
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① リース取引 

   ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。  

② 有価証券関係 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

区    分 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 10 10 － 

区    分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

  株式 1,753 2,431 677 

合    計 1,753 2,431 677 

区    分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

金融債 156 

社債 3 

(2）その他有価証券  

非上場株式 428 

投資事業有限責任組合への出資持分 2 

区    分 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 10 10 － 

区    分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

  株式 1,704 2,424 719 

合    計 1,704 2,424 719 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

Ⅲ 前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

③ デリバティブ取引 

 前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至

平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

 当社グループは、金利市場の金利変動リスクに対応する手段として、変動金利による借入金の支払利息を固定化

する目的で受取変動・支払固定の金利スワップ取引を行っていますが、特例処理を採用しているため、記載を省略

しております。 

区    分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

金融債 44 

社債 3 

(2）その他有価証券  

非上場株式 441 

投資事業有限責任組合への出資持分 3 

区    分 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

国債 10 10 － 

区    分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

  株式 1,688 2,675 987 

合    計 1,688 2,675 987 

区    分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

金融債 44 

社債 3 

(2）その他有価証券  

非上場株式 441 

投資事業有限責任組合への出資持分 3 
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④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
タクシー
事業 
（百万円）

不動産事
業 
（百万円） 

自動車関
連事業 
（百万円）

金融事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上

高 

22,509 7,366 2,368 1,040 2,628 35,912 － 35,912 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ 256 639 25 797 1,718 △1,718 － 

計 22,509 7,622 3,007 1,066 3,426 37,631 △1,718 35,912 

営業費用 20,595 6,966 2,961 695 3,439 34,659 △1,738 32,921 

営業利益又は営

業損失(△) 
1,913 655 46 370 △13 2,971 20 2,991 

 
タクシー
事業 
（百万円）

不動産事
業 
（百万円） 

自動車関
連事業 
（百万円）

金融事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上

高 

22,741 7,974 2,642 2,485 2,902 38,746 － 38,746 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ 268 721 22 804 1,818 △1,818 － 

計 22,741 8,243 3,364 2,508 3,707 40,564 △1,818 38,746 

営業費用 21,214 7,083 3,298 2,000 3,683 37,279 △1,867 35,412 

営業利益 1,526 1,160 65 508 24 3,285 48 3,334 
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前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

グループ内の事業展開を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主な事業内容 

(1）タクシー事業   一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー） 

(2）不動産事業     分譲住宅の企画及び販売、不動産の賃貸及び管理 

(3）自動車関連事業 外車・中古車の販売及び自動車の点検・整備等 

(4）金融事業       貸金業 

(5）その他事業     バス事業（路線・貸切）、パーキング事業及び車両の運行管理請負業務等  

３．会計処理の方法の変更 

（前中間連結会計期間） 

金融事業における償却債権取立益の会計処理の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、金融事業における

償却債権取立益について、従来、営業外収益として計上しておりましたが、当中間連結会計期間から売

上高に含めて計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較し

て、金融事業の売上高及び営業利益が11百万円増加しております。 

（当中間連結会計期間） 

役員賞与に関する会計基準の新規適用 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間か

ら「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、その他事業の営業費用は50百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。 

（前連結会計年度） 

固定資産の減損に係る会計基準の新規適用 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から

「固定資産の減損会計に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用して

おりますが、各セグメントの営業損益に与える影響は軽微であります。 

金融事業における償却債権取立益の会計処理の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、金融事業における償却

債権取立益について、従来、営業外収益として計上しておりましたが、当連結会計年度から売上高に含

めて計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、金融事

業の売上高及び営業利益が21百万円増加しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 
タクシー
事業 
（百万円）

不動産事
業 
（百万円） 

自動車関
連事業 
（百万円）

金融事業 
（百万円）

その他事
業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に

対する売上

高 

45,705 20,016 4,964 3,531 5,689 79,906 － 79,906 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ 528 1,419 49 1,609 3,607 △3,607 － 

計 45,705 20,545 6,383 3,580 7,298 83,513 △3,607 79,906 

営業費用 42,368 18,126 6,277 2,941 7,317 77,030 △3,638 73,391 

営業利益又は営

業損失(△) 
3,337 2,419 105 639 △19 6,483 31 6,515 
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ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

 （注）１. １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

  （注）２. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 588円09銭

１株当たり中間純利益

金額 
59円28銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
59円13銭

１株当たり純資産額 702円48銭

１株当たり中間純利益

金額 
  57円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
56円58銭

１株当たり純資産額  665円79銭

１株当たり当期純利益

金額 
 128円71銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
 127円78銭

   

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益金額（百万円） 1,158 1,116 2,615 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 101 

（うち、利益処分による役員賞与）（百

万円） 
(－) (－) (101) 

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円） 
1,158 1,116 2,514 

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,535 19,541 19,535 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 

   

普通株式増加数（千株） 50 189 142 

（うち、新株予約権）（千株）  (50) (163) (128) 

（うち、自己株方式によるストックオプ

ション）（千株）  

(－) (25) (13) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

自己株式取得方式によ

るストックオプション

（株式の数54千株） 

────── ────── 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） － 14,913 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ 1,179 － 

（うち、少数株主持分） － (1,179) － 

普通株式に係る中間期末の純資産額（百

万円） 

－ 13,734 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（千株） 

－ 19,551 － 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  平成18年９月27日開催の当社取締

役会の決議に基づき、当社の連結子

会社である第一メディカル㈱を通じ

て、医療法人湘和会（所在地：神奈

川県鎌倉市）の出資1,630口

（77.6％）を取得しております。 

────── 
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５．営業の状況 

（２）タクシー事業 

（３）不動産事業 

 ① 販売実績 

（１）販売実績  

事業の種類別セグメントの名称 
 前中間連結会計期間 

（百万円） 

 当中間連結会計期間 

（百万円） 

前連結会計年度 

（百万円） 

タクシー事業 22,509 22,741 45,705 

不動産事業 7,366 7,974 20,016 

自動車関連事業 2,368 2,642 4,964 

金融事業 1,040 2,485 3,531 

その他事業 2,628 2,902 5,689 

合計 35,912 38,746 79,906 

営業実績  

項目  前中間連結会計期間  当中間連結会計期間 前連結会計年度 

期末在籍車両数 6,171 台  6,288 台  6,185 台  

稼働率 90.7 ％  90.0 ％  90.5 ％  

走行キロ 175,098,955 ㎞  174,116,372 ㎞  351,641,230 ㎞  

運送収入 22,509 百万円 22,741 百万円 45,705 百万円 

走行１km当たり運送収入 128円 55銭 130円 60銭 129円 97銭 

項目  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

分 

譲 

事 

業 

 （物件別）       

中高層住宅 144 3,547 195 4,256 508 12,814 

戸建住宅 36 486 33 743 72 1,262 

その他 － 1,754 － 1,502 － 2,903 

小計 180 5,788 228 6,502 580 16,980 

賃貸事業 － 1,429 － 1,378 － 2,805 

その他 － 147 － 93 － 230 

合計 － 7,366 － 7,974 － 20,016 
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 ② 分譲住宅の契約実績 

 （注） 不動産分譲事業において、前連結会計年度下期から中高層住宅分譲の共同事業を開始しており、項目を新たに

追加して表示しております。なお、金額は共同事業における全体の契約金額を当社持分比率で按分した金額であ

ります。 

（４）自動車関連事業 

売上高の内訳 

項目  

期首契約残高  期中契約高  期末契約残高  

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

数量 

（戸） 

金額 

（百万円） 

 （前中間連結会計期間）       

中高層住宅 157 3,936 250 5,909 263 6,298 

戸建住宅 16 329 44 628 24 471 

共同事業 － － － － － － 

 （当中間連結会計期間）       

中高層住宅 215 5,000 289 7,090 309 7,834 

戸建住宅 17 387 25 536 9 180 

共同事業 304 1,548 334 1,698 638 3,246 

 （前連結会計年度）       

中高層住宅 157 3,936 566 13,878 215 5,000 

戸建住宅 16 329 73 1,320 17 387 

共同事業 － － 304 1,548 304 1,548 

項目 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

販売台数 

（台） 

金額 

（百万円） 

販売台数 

（台） 

金額 

（百万円） 

販売台数 

（台） 

金額 

（百万円） 

外 

車 

販 

売 

（車種別）       

ＢＭＷ車 232 1,119 230 1,141 471 2,312 

ＭＩＮＩ車 161 424 184 502 361 957 

小計 393 1,544 414 1,644 832 3,270 

その他 － 824 － 998 － 1,693 

合計 － 2,368 － 2,642 － 4,964 
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（５）金融事業 

売上高の内訳 

（注）金融事業において、前連結会計年度下期から消費者ローン事業を開始しており、新たに項目を追加して表示してお

ります。 

項目  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

金額 

（百万円） 

（参考）融資残高

（百万円） 

金額 

（百万円）

（参考）融資残高

（百万円） 

金額 

（百万円） 

（参考）融資残高

（百万円） 

 ビジネスローン 603 4,881 575 4,772 1,204 4,841 

 不動産担保ローン 339 8,367 439 8,911 747 9,058 

 消費者ローン － － 1,223 7,473 1,188 7,115 

 その他 97 9 247 6 390 6 

合計 1,040 13,258 2,485 21,163 3,531 21,023 
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